
第４号様式（特支幼）

県外からの入学志願のための許可願

志願者 氏 名
ふりがな

平 成

令 和 年 月 日生

上記の者は、下記の理由により貴県の特別支援学校幼稚部へ入学志願したいので、よろしく

お取り計らいくださいますようお願いします。

令 和 年 月 日

保護者 氏 名
ふりがな

沖縄県教育委員会教育長 殿

記

現 住 所

沖縄県内の予定住所

転 居 予 定 日 令和 年 月 日 予定

志願者と保護者との続柄

志願先特別支援学校名 障害種

志願の理由（詳細に記載し、その事情を証明する資料を添付すること。）

上記の通り相違なく、また、志願者は貴県以外の公立特別支援学校幼稚部又は公立幼稚園等に

入学（園）志願していないことを証明する。

令和 年 月 日

所属園等名（ ） 所属長名 印

所在地（ ： ）

上記の願いを許可する。
令和 年 月 日

沖縄県教育委員会

教育長 印

（注１）虚偽の記載により入学した者については、当該学校長はその入学を取り消すことができる。

（注２）所属園等がない場合は、所属園等名、所属長名等は空白でよい。

（注３）提出先：〒 沖縄県那覇市泉崎 丁目２番２号 沖縄県教育庁県立学校教育課

沖沖縄縄県県立立特特別別支支援援学学校校高高等等部部入入学学者者選選抜抜実実施施要要項項

１１ 方方 針針

沖縄県立特別支援学校（以下「特別支援学校」という。）高等部（高等支援学校等を含む。）

入学者の選抜は、高等学校（高等部）及び中学校（中学部）教育の正常な充実を期し、障害の

種類や程度に応じて、公正かつ妥当な方法で、各特別支援学校における教育が必要な者又は各

学科等の教育を受けるに足る能力と適性、状態等を備えた者を選抜するために、次の方針に基

づいて実施する。

選抜は、入学志願先の特別支援学校長 以下「志願先特別支援学校長」という。 が学校

教育法施行規則（昭和 年文部省令第 号）第 条第５項において準用する第 条第１項

から第３項の規定により行う。

選抜は、入学志願者 以下「志願者」という。 が募集定員を超過すると否とにかかわらず

行う。

通常の教育課程履修予定者に対して実施する県立高等学校入学者選抜学力検査問題では、

中学校等における国語、社会、数学、理科、及び英語の５教科について、一般入学志願者に

対して行う。なお、英語については、聞き取り検査を実施する。

知的の教育課程履修予定者に対して実施する県立特別支援学校高等部入学者選抜学力検査

問題では、中学校等における国語、数学、技術（職業）分野、体育の４教科等について、一

般入学志願者に対して行う。

訪問の教育課程履修予定者うち、 の内容を取り扱う場合は、学力検査等の期日及び

時間割等に従って実施する。

各特別支援学校においては、学校独自の計画に基づき、学力検査を一部付加し、実施する

ことができる。

各特別支援学校においては、生徒の実態に応じて、一斉に実施する学力検査問題以外の各

学校作成問題を一部の生徒に実施することができる。

一斉に実施する学力検査問題（県立高等学校入学者選抜学力検査問題又は県立特別支援学

校高等部入学者選抜学力検査問題）は県教育委員会が作成し、各特別支援学校において

又は により実施する学力検査問題等は各特別支援学校が作成する。

２２ 一一般般入入学学

出願資格

学校教育法施行令 昭和 年政令第 号 第 条の３の規定に該当する者で、次のアから

ウのいずれかに該当し、かつエを満たす者

ア 特別支援学校の中学部、中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程

（以下「中学校等」という。）を募集年度の３月に卒業又は修了（以下「卒業」という。）

見込みの者

イ 中学校等を卒業した者（以下「過年度卒業者」という。）

ウ 学校教育法施行規則第 条各号のいずれかに該当する者

エ 月末日までに志願前相談を受けた者

オ 高等支援学校等（名護特別支援学校普通科産業コース、大平特別支援学校久米島高等学

校分教室を含む。）は、知的障害の程度が軽度で、公共交通機関等を利用した自力通学及

び自主行動が可能な者

カ 島尻特別支援学校真和志高等学校分教室（ゆい教室）は、知的障害の程度が中度・重度

の者

※ 出願にあたっての留意事項
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志願者は出願するにあたり、教育課程の理解と適切な進路決定を促すため、学校が実施

する教育相談や体験入学に原則として参加するものとする。

募集定員 募集定員は、別に定める。

出願期間 出願期間は、教育長が別に定める。

出願手続

ア 志願者は、沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規則（平成 年３月 日教育委員

会規則第３号。以下「通学区域の規則」という。）により定められた通学区域の１校、１

学科、１コースに出願することができる。ただし、同一校における他のコース等に第２希

望を出願することができる。

ｱ 国頭学区のうち、名護特別支援学校については、普通科産業コースを希望する場合は、

産業コースを第１希望、普通コースを第２希望として、必ず両方に記入する。また、普

通コースのみを希望する場合は、第２希望の記入は要さない。

ｲ 中頭学区のうち、美咲特別支援学校及びはなさき支援学校の区域については、当分の

間、通学区域の規則に関わらず他の区域の知的障害を対象とする特別支援学校に出願で

きるものとする。ただし、出願できる人数については、別途調整することがある。

ｳ 中頭学区のうち、美咲特別支援学校の区域で美里高等学校分教室を希望する場合は、

美里高等学校分教室を第１希望、本校を第２希望として、必ず両方に記入する。また、

本校のみを希望する場合は、第２希望の記入は要さない。

ｴ 沖縄高等特別支援学校については、就労技術コース及び福祉コースのいずれかを第１

希望、もう一方を第２希望として、必ず両方に記入する。

イ 志願者は、次の書類を出身中学校長又は出身特別支援学校長（以下「出身中学校長等」

という。）に提出しなければならない。

ｱ 入学志願書（第１号様式）

ｲ 住民票謄本（マイナンバー掲載なし）

ただし、次のａ及びｂの者のみとする。また、住民票謄本は出願の日前３か月以内に

発行されたものとする。

沖縄本島、古宇利島、瀬底島、平安座島、宮城島、伊計島及び浜比嘉島に在住する者

で、通学区域が県全域ではない学科に出願するもの

志願者が県外の中学校等出身者で、保護者が県内に在住し、通学区域が県全域ではな

い学科に出願するもの

ｳ 健康診断書（第８号様式）

ただし、過年度卒業者のみとし、募集年度の１月以降に発行されたものとする。

ｴ 身体障害者手帳若しくは療育手帳の写（両方を所持している場合は両方の写）。

※出願時に更新期限が超過した身体障害者手帳及び療育手帳は無効とする。

※手帳未取得の場合は、各専門医の診断書（第 号様式）

※各専門医の診断書は、障害の程度が証明可能なものとする。

ｵ 確約及び証明書（第５号様式）

ただし、次の 又は の者に限る。

沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規則第２条第１項ただし書きの規定により

同規則別表第２に掲げる地域から出願する者

沖縄本島、宮古島または石垣島の各地域から当該各島に所在する特別支援学校以外の

特別支援学校に出願する者

写真票（第 号様式）

出願の日前６か月以内に撮影したものとし、カラー、白黒いずれも可とする。上半身、

脱帽、縦 ×横 程度のものとし、裏面に氏名及び生年月日を記入する。

ウ 出身中学校長等は、志願者に係る次の書類を志願先特別支援学校長へ出願期間内に一括
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志願者は出願するにあたり、教育課程の理解と適切な進路決定を促すため、学校が実施

する教育相談や体験入学に原則として参加するものとする。

募集定員 募集定員は、別に定める。

出願期間 出願期間は、教育長が別に定める。

出願手続

ア 志願者は、沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規則（平成 年３月 日教育委員

会規則第３号。以下「通学区域の規則」という。）により定められた通学区域の１校、１

学科、１コースに出願することができる。ただし、同一校における他のコース等に第２希

望を出願することができる。

ｱ 国頭学区のうち、名護特別支援学校については、普通科産業コースを希望する場合は、

産業コースを第１希望、普通コースを第２希望として、必ず両方に記入する。また、普

通コースのみを希望する場合は、第２希望の記入は要さない。

ｲ 中頭学区のうち、美咲特別支援学校及びはなさき支援学校の区域については、当分の

間、通学区域の規則に関わらず他の区域の知的障害を対象とする特別支援学校に出願で

きるものとする。ただし、出願できる人数については、別途調整することがある。

ｳ 中頭学区のうち、美咲特別支援学校の区域で美里高等学校分教室を希望する場合は、

美里高等学校分教室を第１希望、本校を第２希望として、必ず両方に記入する。また、

本校のみを希望する場合は、第２希望の記入は要さない。

ｴ 沖縄高等特別支援学校については、就労技術コース及び福祉コースのいずれかを第１

希望、もう一方を第２希望として、必ず両方に記入する。

イ 志願者は、次の書類を出身中学校長又は出身特別支援学校長（以下「出身中学校長等」

という。）に提出しなければならない。

ｱ 入学志願書（第１号様式）

ｲ 住民票謄本（マイナンバー掲載なし）

ただし、次のａ及びｂの者のみとする。また、住民票謄本は出願の日前３か月以内に

発行されたものとする。

沖縄本島、古宇利島、瀬底島、平安座島、宮城島、伊計島及び浜比嘉島に在住する者

で、通学区域が県全域ではない学科に出願するもの

志願者が県外の中学校等出身者で、保護者が県内に在住し、通学区域が県全域ではな

い学科に出願するもの

ｳ 健康診断書（第８号様式）

ただし、過年度卒業者のみとし、募集年度の１月以降に発行されたものとする。

ｴ 身体障害者手帳若しくは療育手帳の写（両方を所持している場合は両方の写）。

※出願時に更新期限が超過した身体障害者手帳及び療育手帳は無効とする。

※手帳未取得の場合は、各専門医の診断書（第 号様式）

※各専門医の診断書は、障害の程度が証明可能なものとする。

ｵ 確約及び証明書（第５号様式）

ただし、次の 又は の者に限る。

沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規則第２条第１項ただし書きの規定により

同規則別表第２に掲げる地域から出願する者

沖縄本島、宮古島または石垣島の各地域から当該各島に所在する特別支援学校以外の

特別支援学校に出願する者

写真票（第 号様式）

出願の日前６か月以内に撮影したものとし、カラー、白黒いずれも可とする。上半身、

脱帽、縦 ×横 程度のものとし、裏面に氏名及び生年月日を記入する。

ウ 出身中学校長等は、志願者に係る次の書類を志願先特別支援学校長へ出願期間内に一括

して提出するものとする。

ｱ 入学志願書（第１号様式）

ｲ 調査書（通常の教育課程履修者用（第２号様式）または知的の教育課程履修者用（第

２号－２様式））

※原則として、第２号様式を使用し、特に必要な場合に限って第２号－２様式を使用す

る。

※特別支援学級に在籍している生徒で、中学校の教育課程を実施し評定している場合は、

第２号様式を作成する。

※県内特別支援学校中学部在学者のうち、内部進学者（同一校内の中学部から高等部に

出願を行う者に限る。）については、個別の教育支援計画、個別の指導計画を調査書

に替える。

ｳ 入学志願者名簿（第３号様式）

ｴ 住民票謄本（マイナンバーの掲載なし。前記２の のイの ｲ で提出のあった者に限

る。）

ｵ 健康診断書（第８号様式）（前記２の のイの ｳ で提出のあった者に限る。）

ｶ 身体障害者手帳若しくは療育手帳の写（両方を所持している場合は両方の写）。

※出願時に更新期限が超過した身体障害者手帳及び療育手帳等は無効とする。

※未取得の場合は、各専門医の診断書（第 号様式）

※各専門医の診断書は、障害の程度が証明可能なものとする。

ｷ 確約及び証明書（第５号様式）（前記２の のイの ｵ で提出のあった者に限る。）

ｸ 写真票（第 号様式）

エ 学校教育法施行規則第 条各号のいずれかに該当する志願者は、次の書類を志願先特別

支援学校長に提出しなければならない。

ｱ 入学志願書（第１号様式）

ｲ 志願先特別支援学校長が必要と認める書類

オ 志願者が県外の中学校等に在学している場合は、次の手続による。

ｱ 県外からの入学志願のための許可願（第４号様式）を募集年度の１月 日（その日が

土曜日及び日曜日に当たる場合は、その日の直前の土曜日及び日曜日ではない日）まで

に教育長に提出し、許可を受けなければならない。

ｲ 前記 ｱ の許可願、入学志願書（第１号様式）のほか、志願先特別支援学校長が必要

と認める書類を志願先特別支援学校長に提出しなければならない。

志願変更及び手続

ア 志願変更

ｱ 入学志願締切りの結果、志願者が定員を超えた学校に出願した者のうちで、出身中学

校長等及び志願先特別支援学校長が適当と認めた者は、志願した特別支援学校高等部、

学科又はコースの変更（以下「志願変更」という。）を行うことができる。

ｲ 志願変更の可能な人員は、志願者数が入学定員を下回らない範囲内とする。

ｳ 志願変更希望者が、志願変更可能な人員を上回る場合は、公正な抽選によって志願変

更を認めることができる。

イ 志願変更の日程

志願変更の日程については、教育長が別に定める。

ウ 志願変更する者は、志願変更願（第６号様式）に必要な事項を記入し、出身中学校長等

に提出すること。

エ 出身中学校長等は、前記ウの願い出が適当であると認める場合は、所定の期間内に志願

先特別支援学校長に志願変更する者の志願変更願（第６号様式）を提出し、志願先特別支

援学校において志願変更を認められた者の入学志願書類の返却を受けるものとする。なお、
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郵送による志願変更の受付及び入学志願書類の返却は、原則として行わない。

オ 志願変更する者は、返却された入学志願書に変更すべき事項 ※印の欄 を記入し、「２

一般入学」の「 出願手続」に準じて入学志願書類を所定の期間内に志願変更先特別支

援学校長に提出すること。

選抜の方法

ア 特別支援学校に、校長を委員長とする選抜委員会を置く。

イ 選抜委員会は、出身中学校等から提出された所定の出願書類、学力検査等の成績及び面

接の結果を基にして選抜を行う。

学力検査等

ア 学力検査等の期日及び時間割

学力検査等の期日及び時間割については、教育長が別に定める。

イ 検査時間及び配点

ｱ 県立高等学校入学者選抜学力検査を実施する教科の検査時間は、いずれも 分とし、

配点は各 点とする。

ｲ 県立特別支援学校高等部入学者選抜学力検査を実施する教科の検査時間は、いずれも

分とし、配点は各 点とする。

ｳ 学校作成問題を実施する場合の検査時間及び配点は、各学校で定める。

ウ 検査の場所

ｱ 原則として志願先特別支援学校とする。

ｲ 通学区域が広域にわたる特別支援学校への志願者又は特別に指定する地域からの志願

者は、次の委託検査場又は出張検査場で受検することができるものとする。ただし、受

検の許可について別途調整することがある。なお、委託検査場又は出張検査場で受検を

希望する場合は、志願前相談までに必ず相談すること。

委託検査場

県立宮古特別支援学校 県立八重山特別支援学校 県立大平特別支援学校久米島高校分教室

その他県教育委員会が必要に応じて設置する委託検査場

出張検査場

教育委員会が必要に応じて設置する出張検査場

エ 学力検査等の実施

ｱ 特別支援学校長は、学力検査員を指名し、教育長が別に定める沖縄県立特別支援学校

入学者選抜学力検査実施要領（以下「検査要領」という。）に基づいて学力検査等を実

施する。

ｲ 委託検査場にあっては、委託検査場の学校長が検査要領によって委託された志願者の

学力検査等を実施する。

ｳ 出張検査場にあっては、教育長の派遣する学力検査員が出張検査場における検査要領

に基づいて実施する。

ｴ 志願者の中に委託検査場又は出張検査場において受検する者のいる特別支援学校長は、

委託・出張検査場受検者名簿（第７号様式）、面接票、その他必要書類等を、委託検査

場の場合は委託検査場の校長あてに、出張検査場の場合は教育長あてに送付しなければ

ならない。

ｵ 委託検査場の校長は、検査終了後、答案、受検者名簿、面接票、その他必要書類を速

やかに志願先特別支援学校長あてに送付すること。

面接

面接は、志願者全員について志願先特別支援学校長の定めるところにより実施する。
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郵送による志願変更の受付及び入学志願書類の返却は、原則として行わない。

オ 志願変更する者は、返却された入学志願書に変更すべき事項 ※印の欄 を記入し、「２

一般入学」の「 出願手続」に準じて入学志願書類を所定の期間内に志願変更先特別支

援学校長に提出すること。

選抜の方法

ア 特別支援学校に、校長を委員長とする選抜委員会を置く。

イ 選抜委員会は、出身中学校等から提出された所定の出願書類、学力検査等の成績及び面

接の結果を基にして選抜を行う。

学力検査等

ア 学力検査等の期日及び時間割

学力検査等の期日及び時間割については、教育長が別に定める。

イ 検査時間及び配点

ｱ 県立高等学校入学者選抜学力検査を実施する教科の検査時間は、いずれも 分とし、

配点は各 点とする。

ｲ 県立特別支援学校高等部入学者選抜学力検査を実施する教科の検査時間は、いずれも

分とし、配点は各 点とする。

ｳ 学校作成問題を実施する場合の検査時間及び配点は、各学校で定める。

ウ 検査の場所

ｱ 原則として志願先特別支援学校とする。

ｲ 通学区域が広域にわたる特別支援学校への志願者又は特別に指定する地域からの志願

者は、次の委託検査場又は出張検査場で受検することができるものとする。ただし、受

検の許可について別途調整することがある。なお、委託検査場又は出張検査場で受検を

希望する場合は、志願前相談までに必ず相談すること。

委託検査場

県立宮古特別支援学校 県立八重山特別支援学校 県立大平特別支援学校久米島高校分教室

その他県教育委員会が必要に応じて設置する委託検査場

出張検査場

教育委員会が必要に応じて設置する出張検査場

エ 学力検査等の実施

ｱ 特別支援学校長は、学力検査員を指名し、教育長が別に定める沖縄県立特別支援学校

入学者選抜学力検査実施要領（以下「検査要領」という。）に基づいて学力検査等を実

施する。

ｲ 委託検査場にあっては、委託検査場の学校長が検査要領によって委託された志願者の

学力検査等を実施する。

ｳ 出張検査場にあっては、教育長の派遣する学力検査員が出張検査場における検査要領

に基づいて実施する。

ｴ 志願者の中に委託検査場又は出張検査場において受検する者のいる特別支援学校長は、

委託・出張検査場受検者名簿（第７号様式）、面接票、その他必要書類等を、委託検査

場の場合は委託検査場の校長あてに、出張検査場の場合は教育長あてに送付しなければ

ならない。

ｵ 委託検査場の校長は、検査終了後、答案、受検者名簿、面接票、その他必要書類を速

やかに志願先特別支援学校長あてに送付すること。

面接

面接は、志願者全員について志願先特別支援学校長の定めるところにより実施する。

合格発表

合格発表については、教育長が別に定める。

３３ 第第２２次次募募集集

特別支援学校長は、合格者が募集定員に満たない学科・コースにおいて、第２次募集を行う

ものとする。

出願資格

出願できる者は、前記２ に該当する者で、県立高等学校における学力検査を受検し、

合格しなかった者、または県立高等支援学校等における学力検査等を受検し合格しなかった

者とする。

出願期間 出願期間については、教育長が別に定める。

出願手続

一般入学の学力検査を受検した者は次の手続きによる。

ア 県立高等学校における学力検査を受検した者。

ｱ 志願者は、当該年度に第２次募集を実施する高等学校の１校・１学科・１コースに出

願することができる。更に、高等支援学校等又は特別支援学校高等部の１校・１学科・

１コースに併願することができる。

ｲ 志願者は、当該年度に第２次募集を実施する高等支援学校等の１校・１学科・１コー

スに出願することができる。更に、特別支援学校高等部の１校・１学科・１コースに併

願することができる。

ただし、 ｱ 、 ｲ については以下の通りとする。

※同一校における他の学科・コースに第２志望を出願することができる。

※当該年度の学力検査を受検した学校の同一学科・コースに出願することはできない。

※出願は志願前相談を受けた者に限る。

イ 県立高等支援学校等における学力検査を受検した者。

ｱ 志願者は、当該年度に第２次募集を実施する高等学校の定時制課程の１校・１学科に

出願することができる。更に、高等支援学校等又は特別支援学校高等部の１校・１学

科・１コースに併願することができる。

ｲ 志願者は、当該年度に第２次募集を実施する高等支援学校等の１校・１学科・１コー

スに出願することができる。更に、特別支援学校高等部の１校・１学科・１コースに併

願することができる。

ただし、 ｱ 、 ｲ については以下の通りとする。

※同一校における他の学科・コースに第２志望を出願することができる。

※当該年度の学力検査を受検した学校の同一学科・コースに出願することはできない。

※出願は志願前相談を受けた者に限る。

ウ 志願者は、次の書類を出身中学校長等に提出しなければならない。

ｱ 第２次募集入学志願書（第９号様式）

ｲ 確約及び証明書（第５号様式）

ただし、次の 又は の者のみにする。

沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規則第２条第１項ただし書きの規定により

同規則別表第２に掲げる地域から出願する者

沖縄本島、宮古島または石垣島の各地域から当該各島に所在する特別支援学校以外の

特別支援学校に出願する者

ｳ 身体障害者手帳若しくは療育手帳の写（両方を所持している場合は両方の写）｡

※出願時に更新期限が超過した身体障害者手帳及び療育手帳等は無効とする。

※手帳未取得の場合は、各専門医の診断書 第 号様式
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※各専門医の診断書は、障害の程度が証明可能なものとする。

エ 出身中学校長等は、志願者に係る次の書類を志願先特別支援学校長に出願期間内に一括

して提出するものとする。

ｱ 第２次募集入学志願書（第９号様式）

ｲ 調査書（一般入学で提出したものと内容は同じもの）

ｳ 第２次募集志願者名簿（第 号様式）

ｴ 確約及び証明書（第５号様式）（前記２の のイの ｵ で提出のあった者に限る。）

ｵ 身体障害者手帳若しくは療育手帳の写（両方を所持している場合は両方の写）｡

※出願時に更新期限が超過した身体障害者手帳及び療育手帳等は無効とする。

※手帳未取得の場合は、専門医の診断書（第 号様式）

※各専門医の診断書は、障害の程度が証明可能なものとする。

オ 志願先特別支援学校長は、志願者が学力検査を受検した学校長に次の書類の写しの提供

を求める。

ｱ 学力検査成績証明書（第 号様式）

ｲ 健康診断書（一般入学で提出のあった者に限る。）

ｳ 写真票（第 号様式）※一般入試で高等学校を受検した場合は、高等学校の様式をそ

のまま使用してよい。

カ オの出願書類等の提供を求められた学校長は、当該志願者に係る前記オの書類の写しを

当該志願者の志願する第２次募集志願先学校長へ送付する。

志願変更及び手続

ア 志願者は、入学志願締切りの後、志願した高等学校、高等支援学校等、学科又はコース

を変更（以下「２次志願変更」という。）することができる。

イ ２次志願変更の日程については、教育長が別に定める。

ウ ２次志願変更をする者は、第２次募集志願変更願（第 号様式）に必要な事項を記入し、

出身中学校長等に提出すること。

エ 出身中学校長等は、所定の期間内に志願先学校長に第２次募集志願変更願を提出し、入

学志願書類の返却を受けるものとする。

なお、郵送による２次志願変更の受付及び入学志願書の返却は、原則として行わない。

オ ２次志願変更をする者は、返却された第２次募集入学志願書に変更すべき事項（※印の

欄）を記入し、「３ 第２次募集」の「 出願手続」に準じて入学志願書類を所定の期

間内に志願変更先高等学校長、高等支援学校長及び特別支援学校長に提出すること。ただ

し、第二志望の変更については、志願先学校長に第２次募集志願変更願（第 号様式）で

申し出るだけでよい。

選抜の方法

ア 選抜は、学力検査成績証明書（第 号様式）、調査書（第２号様式）、面接等の結果を

資料として行う。

イ 高等支援学校等については、各学校作成の付加問題（国語・数学）の結果を含める。

合格発表 合格発表については、教育長が別に定める。

４４ 調調査査書書

中学校等に、校長を委員長とする調査書委員会を置く。

調査書（第２号様式）の作成方法は、教育長が別に定める。

特別支援学校長は、出身中学校長等の提出した調査書（第２号様式）に疑義があるときは、

必要に応じて資料の提出を求めることができる。なお、虚偽の報告によって入学を許可され

た者については、入学を取り消すことができる。
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※各専門医の診断書は、障害の程度が証明可能なものとする。

エ 出身中学校長等は、志願者に係る次の書類を志願先特別支援学校長に出願期間内に一括

して提出するものとする。

ｱ 第２次募集入学志願書（第９号様式）

ｲ 調査書（一般入学で提出したものと内容は同じもの）

ｳ 第２次募集志願者名簿（第 号様式）

ｴ 確約及び証明書（第５号様式）（前記２の のイの ｵ で提出のあった者に限る。）

ｵ 身体障害者手帳若しくは療育手帳の写（両方を所持している場合は両方の写）｡

※出願時に更新期限が超過した身体障害者手帳及び療育手帳等は無効とする。

※手帳未取得の場合は、専門医の診断書（第 号様式）

※各専門医の診断書は、障害の程度が証明可能なものとする。

オ 志願先特別支援学校長は、志願者が学力検査を受検した学校長に次の書類の写しの提供

を求める。

ｱ 学力検査成績証明書（第 号様式）

ｲ 健康診断書（一般入学で提出のあった者に限る。）

ｳ 写真票（第 号様式）※一般入試で高等学校を受検した場合は、高等学校の様式をそ

のまま使用してよい。

カ オの出願書類等の提供を求められた学校長は、当該志願者に係る前記オの書類の写しを

当該志願者の志願する第２次募集志願先学校長へ送付する。

志願変更及び手続

ア 志願者は、入学志願締切りの後、志願した高等学校、高等支援学校等、学科又はコース

を変更（以下「２次志願変更」という。）することができる。

イ ２次志願変更の日程については、教育長が別に定める。

ウ ２次志願変更をする者は、第２次募集志願変更願（第 号様式）に必要な事項を記入し、

出身中学校長等に提出すること。

エ 出身中学校長等は、所定の期間内に志願先学校長に第２次募集志願変更願を提出し、入

学志願書類の返却を受けるものとする。

なお、郵送による２次志願変更の受付及び入学志願書の返却は、原則として行わない。

オ ２次志願変更をする者は、返却された第２次募集入学志願書に変更すべき事項（※印の

欄）を記入し、「３ 第２次募集」の「 出願手続」に準じて入学志願書類を所定の期

間内に志願変更先高等学校長、高等支援学校長及び特別支援学校長に提出すること。ただ

し、第二志望の変更については、志願先学校長に第２次募集志願変更願（第 号様式）で

申し出るだけでよい。

選抜の方法

ア 選抜は、学力検査成績証明書（第 号様式）、調査書（第２号様式）、面接等の結果を

資料として行う。

イ 高等支援学校等については、各学校作成の付加問題（国語・数学）の結果を含める。

合格発表 合格発表については、教育長が別に定める。

４４ 調調査査書書

中学校等に、校長を委員長とする調査書委員会を置く。

調査書（第２号様式）の作成方法は、教育長が別に定める。

特別支援学校長は、出身中学校長等の提出した調査書（第２号様式）に疑義があるときは、

必要に応じて資料の提出を求めることができる。なお、虚偽の報告によって入学を許可され

た者については、入学を取り消すことができる。

５５ 帰帰国国子子女女等等のの入入学学者者選選抜抜にに係係るる取取扱扱いい

帰国子女等については、入学定員の枠、通学区域等について弾力的に取扱い、選抜の方法、

学力検査等についても可能な限り配慮するものとする。

志願者のうち、帰国子女等について、県立特別支援学校受検への配慮を必要とするものは、

「学力検査等に際しての配慮願い書」（参考様式２）を中学校長等を経て志願先特別支援学

校長に提出することができる。

志願者から配慮願い書が提出された場合は、提出された書類等を基に審査の上、配慮する

ことができる。

６６ 不不登登校校生生徒徒等等のの入入学学者者選選抜抜にに係係るる取取扱扱いい

志願者のうち、欠席又は出席扱いが多い等の理由を説明する必要があると認められるもの

は、自己申告書（第 号様式）を中学校長等を経て志願先特別支援学校長に提出することが

できる。自己申告書（第 号様式）の記入は、志願者及び保護者の直筆とする。提出にあた

っては、厳封してもよい。その際、封筒の表に、中学校等名、本人氏名を記入すること。

志願者から自己申告書が提出された場合は、これを選抜資料に加えることができる。

７７ 学学力力検検査査等等にに際際ししてて配配慮慮がが必必要要なな生生徒徒のの入入学学者者選選抜抜にに係係るる取取扱扱いい

県立特別支援学校受検の配慮については、「学力検査等に際しての配慮願い書」（第 号

様式）に必要事項を記入し、障害・疾病等にかかる診断書等を添えて中学校長等を経て志願

先特別支援学校長に提出することができる。手続きの詳細については、別に定める。

志願者から配慮願い書が提出された場合は、提出された書類を基に審査の上、配慮するこ

とができる。

８８ そそのの他他

特別支援学校長は、この要項に基づいて募集要項を作成し、募集年度の 月末日までに県

教育委員会及び通学区域内の中学校長等に送付し、学校ホームページに掲載する。

中学校長等は、進学した者について、学校教育法施行規則第 条第１項に規定する当該生

徒の指導要録の抄本又は写し、学校保健安全法施行規則（昭和 年度文部省令第 号）第８

条第１項に規定する生徒健康診断票及び歯の検査票並びにキャリアパスポートを募集年度の

３月末日までに特別支援学校長に提出する。

出願書類等に記載された個人情報については、沖縄県教育委員会における個人情報の保護

に関する規則及び沖縄県情報公開条例に基づき保有個人情報の適切な管理及び必要な措置を

講ずる。

この要項に定めるもののほか、入学選抜の実施について必要な事項は、教育長が別に定め

る。
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令令和和７７年年度度沖沖縄縄県県立立特特別別支支援援学学校校高高等等部部

入入学学者者選選抜抜実実施施要要項項のの実実施施にに関関しし、、教教育育長長がが定定めめるる事事項項等等ににつついいてて

１１ 一一般般入入学学

出願期間

ア 出願期間は、令和７年２月３日（月）及び２月４日（火）の２日間とする。郵送の場合

もこの期限までに必着のこと。ただし、志願先特別支援学校長が特別の事情があると認め

た場合はその限りではない。

※ 志願希望者は、 月末日までに志願する特別支援学校において志願前相談を受けるも

のとする。（志願変更及び第２次募集を予定している全ての特別支援学校についても同

じ。）

イ 受付時間は、午前９時から午後４時までとする。

ウ 特別支援学校長は、受付締切り後、受付状況を令和７年２月４日（火）午後５時までに

県教育庁県立学校教育課へメールで報告すること。

志願変更及び手続

ア 志願変更の日程

ｱ 各特別支援学校、学科・コースごとの志願者数及び志願倍率については、県教育庁県

立学校教育課において令和７年２月４日（火）に発表し、入学志願変更後受付状況につ

いては令和７年２月 日（火）に発表する。

ｲ 志願変更申出期間

令和７年２月７日（金）及び２月 日（月）の２日間とする。

ｳ 入学志願書取り下げ及び再出願期間

令和７年２月 日（月）及び２月 日（火）の２日間とする。

ｴ 前記 ｲ 及び ｳ の受付時間は、午前９時から午後４時までとする。

ｵ 各特別支援学校長は、受付締切後、受付状況を令和７年２月 日（火）午後５時まで

に県教育庁県立学校教育課へメールで報告すること。

学力検査等の期日及び時間割等

アア 県県立立高高等等学学校校入入学学者者選選抜抜学学力力検検査査問問題題でで実実施施すするる場場合合

月日

時限

第１日目

３月４日 火

第２日目

３月５日 水

第１時限

～

国 語 社 会

第２時限

～

理 科 数 学

～ 昼 食 分

第３時限

～

英 語

── 88 ──



令令和和７７年年度度沖沖縄縄県県立立特特別別支支援援学学校校高高等等部部

入入学学者者選選抜抜実実施施要要項項のの実実施施にに関関しし、、教教育育長長がが定定めめるる事事項項等等ににつついいてて

１１ 一一般般入入学学

出願期間

ア 出願期間は、令和７年２月３日（月）及び２月４日（火）の２日間とする。郵送の場合

もこの期限までに必着のこと。ただし、志願先特別支援学校長が特別の事情があると認め

た場合はその限りではない。

※ 志願希望者は、 月末日までに志願する特別支援学校において志願前相談を受けるも

のとする。（志願変更及び第２次募集を予定している全ての特別支援学校についても同

じ。）

イ 受付時間は、午前９時から午後４時までとする。

ウ 特別支援学校長は、受付締切り後、受付状況を令和７年２月４日（火）午後５時までに

県教育庁県立学校教育課へメールで報告すること。

志願変更及び手続

ア 志願変更の日程

ｱ 各特別支援学校、学科・コースごとの志願者数及び志願倍率については、県教育庁県

立学校教育課において令和７年２月４日（火）に発表し、入学志願変更後受付状況につ

いては令和７年２月 日（火）に発表する。

ｲ 志願変更申出期間

令和７年２月７日（金）及び２月 日（月）の２日間とする。

ｳ 入学志願書取り下げ及び再出願期間

令和７年２月 日（月）及び２月 日（火）の２日間とする。

ｴ 前記 ｲ 及び ｳ の受付時間は、午前９時から午後４時までとする。

ｵ 各特別支援学校長は、受付締切後、受付状況を令和７年２月 日（火）午後５時まで

に県教育庁県立学校教育課へメールで報告すること。

学力検査等の期日及び時間割等

アア 県県立立高高等等学学校校入入学学者者選選抜抜学学力力検検査査問問題題でで実実施施すするる場場合合

月日

時限

第１日目

３月４日 火

第２日目

３月５日 水

第１時限

～

国 語 社 会

第２時限

～

理 科 数 学

～ 昼 食 分

第３時限

～

英 語

イイ 県県立立特特別別支支援援学学校校高高等等部部入入学学者者選選抜抜学学力力検検査査問問題題でで実実施施すするる場場合合

月日

時限

第１日目

３月４日 火

第２日目

３月５日 水

備考

第１時限

～

国 語 技術（職業） ※ 第２日目の体育

は、一斉実施が困難

な場合、受検生の導

線を考慮した上で時

間割を入れ替え、２

展開も可とする。

第２時限

～

数 学 体 育

～ 昼 食 分

第３時限

～

ウウ 各各学学校校でで独独自自作作成成ししたた検検査査問問題題でで実実施施すするる場場合合

各学校において定める。

所持品の取扱い

アア 県県立立高高等等学学校校入入学学者者選選抜抜学学力力検検査査問問題題でで実実施施すするる場場合合

ｱ 受検者は、検査時間中、次のものを携行すること。

・ＨＢ以上の濃さの黒鉛筆（シャープペンシルも可。鉛筆は和歌・格言等が印刷されて

いるものは不可。）

・プラスチック製の消しゴム

・定規

・コンパス（三角定規は可、分度器及び分度器機能付き定規･コンパス、三角スケール

は不可）

ｲ 受検者は、検査時間中、携行品以外に次のものを机の上の置くことができる。

・鉛筆キャップ

・鉛筆削り（電動式・大型のもの・ナイフ類は不可。）

・時計（ただし、辞書、電卓、端末等の機能があるもの・キッチンタイマー・大型のも

のは不可。通信機能を持つウェラブル端末等も不可。）

・眼鏡、ハンカチ（無地のタオルを含む）、目薬、ティッシュペーパー（袋又は箱から

中身だけを取り出したもの）

イイ 県県立立特特別別支支援援学学校校高高等等部部入入学学者者選選抜抜学学力力検検査査問問題題でで実実施施すするる場場合合

ｱ 前項の ｱ 、 ｲ に同じ。

ｲ 体育館シューズ（体育において志願者本人が用いるためのもの）、出身中学校等指定

の体育着及びジャージを持参すること。

ウウ 各各学学校校でで独独自自作作成成ししたた検検査査問問題題でで実実施施すするる場場合合

各学校において定める。

合格発表

ア 令和７年３月 日（火）の午前９時に志願先特別支援学校において発表（掲示）する。

発表（掲示）後ホームページにも掲載する。

イ 特別支援学校長は、合格者に対し、その者が入学志願書を提出した中学校長等を通じて

合格したことを通知する。

ウ 特別支援学校長は、合格発表に際し、受検者本人の学力検査得点について、志願先特別

支援学校において（第２次募集の合格発表の日から換算して１月以内）個人情報の保護に
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関する法律第 条第１項による利用目的内の情報提供として提供（開示）が可能であるこ

とを周知すること。

２２ 第第２２次次募募集集

出願期間

ア 第２次募集の出願期間は、令和７年３月 日（水）及び３月 日（金）の２日間とする。

郵送の場合もこの期限までに必着のこと。ただし、志願先特別支援学校が特別の事情があ

ると認めた場合はその限りではない。

イ 受付時間は、午前９時から午後４時までとする。

ウ 各特別支援学校長は、受付締め切り後、受付状況を令和７年３月 日（金）午後５時ま

でに県教育庁県立学校教育課へメールで報告すること。

志願変更及び手続

ア 志願変更の日程

ｱ 各特別支援学校、学科・コースごとの志願者数及び志願倍率については、県教育庁県

立学校教育課において令和７年３月 日（金）に発表し、入学志願変更後受付状況につ

いては令和７年３月 日（月）に発表する。

ｲ 入学志願書取り下げ及び再出願期間

令和７年３月 日（月）

ｳ 前記 ｲ の受付時間は、午後９時から午後４時までとする。

ｴ 各特別支援学校長は、受付締切後、受付状況を令和７年３月 日（月）午後５時まで

に県教育庁県立学校教育課へメールで報告すること。

合格発表

ア 令和７年３月 日（金）の午前９時に志願先特別支援学校において発表（掲示）する。

同時に、ホームページにも掲載する。

イ 特別支援学校長は、合格者に対し、その者が入学志願書を提出した中学校長等を通じて

合格したことを通知する。

３３ 追追検検査査

インフルエンザなど学校保健安全法で出席停止の扱いが定められている感染症、急な入院等、

やむを得ない事由により、学力検査の全部又は一部を受けることができなかった者は、追検査

を受検することができる。

検査の場所

一般入試志願先特別支援学校

申し出等の日程及び手続

ア 申し出期間は、令和７年３月４日（火）及び３月５日（水）の２日間とする。

イ 受付時間は、令和７年３月４日（火）午前９時から午後４時、令和７年３月５日（水）

午前９時から正午までとする。

ウ 追検査の対象に該当し、受検を希望する者は、申し出期間内に出身中学校等を通じて、

「追検査受検希望届」（追検査第１号様式（特支高））に本検査を受検できなかったこと

を証明する書類を添えて、一般入学志願先高等学校へ提出すること。

エ 特別支援学校長は、受付締切り後、受付状況を令和７年３月５（水）午後５時までに、

県教育庁県立学校教育課へメールで報告すること。
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関する法律第 条第１項による利用目的内の情報提供として提供（開示）が可能であるこ

とを周知すること。

２２ 第第２２次次募募集集

出願期間

ア 第２次募集の出願期間は、令和７年３月 日（水）及び３月 日（金）の２日間とする。

郵送の場合もこの期限までに必着のこと。ただし、志願先特別支援学校が特別の事情があ

ると認めた場合はその限りではない。

イ 受付時間は、午前９時から午後４時までとする。

ウ 各特別支援学校長は、受付締め切り後、受付状況を令和７年３月 日（金）午後５時ま

でに県教育庁県立学校教育課へメールで報告すること。

志願変更及び手続

ア 志願変更の日程

ｱ 各特別支援学校、学科・コースごとの志願者数及び志願倍率については、県教育庁県

立学校教育課において令和７年３月 日（金）に発表し、入学志願変更後受付状況につ

いては令和７年３月 日（月）に発表する。

ｲ 入学志願書取り下げ及び再出願期間

令和７年３月 日（月）

ｳ 前記 ｲ の受付時間は、午後９時から午後４時までとする。

ｴ 各特別支援学校長は、受付締切後、受付状況を令和７年３月 日（月）午後５時まで

に県教育庁県立学校教育課へメールで報告すること。

合格発表

ア 令和７年３月 日（金）の午前９時に志願先特別支援学校において発表（掲示）する。

同時に、ホームページにも掲載する。

イ 特別支援学校長は、合格者に対し、その者が入学志願書を提出した中学校長等を通じて

合格したことを通知する。

３３ 追追検検査査

インフルエンザなど学校保健安全法で出席停止の扱いが定められている感染症、急な入院等、

やむを得ない事由により、学力検査の全部又は一部を受けることができなかった者は、追検査

を受検することができる。

検査の場所

一般入試志願先特別支援学校

申し出等の日程及び手続

ア 申し出期間は、令和７年３月４日（火）及び３月５日（水）の２日間とする。

イ 受付時間は、令和７年３月４日（火）午前９時から午後４時、令和７年３月５日（水）

午前９時から正午までとする。

ウ 追検査の対象に該当し、受検を希望する者は、申し出期間内に出身中学校等を通じて、

「追検査受検希望届」（追検査第１号様式（特支高））に本検査を受検できなかったこと

を証明する書類を添えて、一般入学志願先高等学校へ提出すること。

エ 特別支援学校長は、受付締切り後、受付状況を令和７年３月５（水）午後５時までに、

県教育庁県立学校教育課へメールで報告すること。

追検査の期日及び時間割等

アア 県県立立高高等等学学校校入入学学者者選選抜抜学学力力検検査査問問題題でで実実施施すするる場場合合

月日

時限

令和７年３月 日 月

第１時限

～

国 語

第２時限

～

理 科

第３時限

～

英 語

～ 昼 食 分

第４時限

～

社 会

第５時限

～

数 学

イイ 県県立立特特別別支支援援学学校校高高等等部部入入学学者者選選抜抜学学力力検検査査問問題題でで実実施施すするる場場合合

月日

時限

令和７年３月 日 月

第１時限

～

国 語

第２時限

～

数 学

第３時限

～

技術（職業）

～ 昼 食 分

第４時限

～

体 育

備考 ※ 体育は、一斉実施が困難な場合、受検生の導線を

考慮した上で時間割を入れ替え、２展開も可とする。

ウウ 各各学学校校でで独独自自作作成成ししたた検検査査問問題題でで実実施施すするる場場合合

各学校において定める。

所持品の取扱い

「１１ 一一般般入入学学」の「 所持品の取扱い」に同じ

合格発表

「１１ 一一般般入入学学」の「 合格発表」に同じ

４４ 調調査査書書のの作作成成方方法法

第２号様式

ア 「受検番号」の欄は中学校等においては記入しない。

イ ※印の欄は志願変更する場合のみ記入する。

ウ 記入事項のない欄には斜線を引く。

エ 「① 各教科の学習の記録」の欄は次のように記入する。

ｱ 「観点別学習状況」の欄は１年～３年の各学年について十分満足できると判断される

ものを○で記入し、○に該当しないところは空欄にする。
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ｲ 「評定」の欄は、絶対評価による５段階の目標に準拠した評価で記入する。

ｳ 「総合的な学習の時間の記録」の欄は指導要録に基づいて記入する。

オ 「② 特別活動の記録」の欄は指導要録に基づいて記入する。

カ 「③ 行動の記録」の欄は指導要録に基づいて記入する。

キ 「④ 総合所見」の欄は指導要録に基づいて記入する。なお、特技、資格（例 英語検

定、珠算、書道、柔剣道等の級、段位を具体的に記入する。）についても、この欄に記入

する。

ク 「⑤ 出欠の記録」の欄は次のように記入する。

ｱ １年及び２年は指導要録に記入されたものを転記する。

ｲ ３年は令和７年１月 日現在で記入する。

ｳ 出席日数の欄は、不登校の生徒が学校外の施設において相談・指導を受け、そのこと

が当該生徒の学校復帰のために適切であると校長が認めた場合には、その日数を出席扱

いとして出席日数に加えるとともに、（ ）内に内数として記入する。

ｴ 備考欄は、欠席の正当な理由のあるものについて、その数値を記入し、その数が 日

以上の場合は、理由もあわせて特記する。（ただし、病欠については回数のみ）また、

前記ウで相談・指導を受けた適応指導教室等の施設名を記入する。

ケ 「⑥ 健康所見」の欄は健康診断票の該当欄の最も新しい記載事項を転記する。高等学

校の就学に支障があると思われる疾病又は異常のある者については、令和６年４月以降に

診断した結果を記入し、健康診断書を添付する。

過年度卒業者については記入を要しない。ただし、令和７年１月以降に行った健康診断

書（第８号様式）を添付する。（病院、診療所又は保健所が発行したもの。）

コ 令和５年度以前に卒業した者の調査書については、指定された様式で作成すること。

第２号－２様式

ア 「受検番号」の欄は中学校等においては記入しない。

イ ※印の欄は志願変更する場合のみ記入する。

ウ 記入事項のない欄には斜線を引く。

エ 「各教科の学習の記録」の欄はＡＢＣＤの評価を〇で囲む。

ｱ Ａの評価は、完全に自身でできる場合。

ｲ Ｂの評価は、部分的な支援があればできる場合。

ｳ Ｃの評価は、学習の理解が困難である場合。

ｴ Ｄの評価は、学習に臨む準備ができていない場合、或いは興味関心が向かない場合。

オ 「発達の記録」の欄は、最新の情報で記載すること。

カ 「出欠の記録」の欄は指導要録に基づいて次のように記入する。

ｱ １年及び２年は指導要録に記入されたものを転記する。

ｲ ３年は令和７年１月 日現在で記入する。

ｳ 出席日数の欄は、不登校の生徒が学校外の施設において相談・指導を受け、そのこと

が当該生徒の学校復帰のために適切であると校長が認めた場合には、その日数を出席扱

いとして出席日数に加えるとともに、（ ）内に内数として記入する。

キ 「健康と体力」の欄は健康診断票の該当欄の最も新しい記載事項を転記する。

過年度卒業者については記入を要しない。ただし、令和７年１月以降に行った健康診

断書（第８号様式）を添付する。（病院、診療所又は保健所が発行したもの。）

５５ そそのの他他

特別支援学校長は、沖縄県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要項２の のウに定める

書類以外に、選抜上特に必要と認める資料については、教育長と協議して定め、中学校等や志

願者へ求めることができる。
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ｲ 「評定」の欄は、絶対評価による５段階の目標に準拠した評価で記入する。

ｳ 「総合的な学習の時間の記録」の欄は指導要録に基づいて記入する。

オ 「② 特別活動の記録」の欄は指導要録に基づいて記入する。

カ 「③ 行動の記録」の欄は指導要録に基づいて記入する。

キ 「④ 総合所見」の欄は指導要録に基づいて記入する。なお、特技、資格（例 英語検

定、珠算、書道、柔剣道等の級、段位を具体的に記入する。）についても、この欄に記入

する。

ク 「⑤ 出欠の記録」の欄は次のように記入する。

ｱ １年及び２年は指導要録に記入されたものを転記する。

ｲ ３年は令和７年１月 日現在で記入する。

ｳ 出席日数の欄は、不登校の生徒が学校外の施設において相談・指導を受け、そのこと

が当該生徒の学校復帰のために適切であると校長が認めた場合には、その日数を出席扱

いとして出席日数に加えるとともに、（ ）内に内数として記入する。

ｴ 備考欄は、欠席の正当な理由のあるものについて、その数値を記入し、その数が 日

以上の場合は、理由もあわせて特記する。（ただし、病欠については回数のみ）また、

前記ウで相談・指導を受けた適応指導教室等の施設名を記入する。

ケ 「⑥ 健康所見」の欄は健康診断票の該当欄の最も新しい記載事項を転記する。高等学

校の就学に支障があると思われる疾病又は異常のある者については、令和６年４月以降に

診断した結果を記入し、健康診断書を添付する。

過年度卒業者については記入を要しない。ただし、令和７年１月以降に行った健康診断

書（第８号様式）を添付する。（病院、診療所又は保健所が発行したもの。）

コ 令和５年度以前に卒業した者の調査書については、指定された様式で作成すること。

第２号－２様式

ア 「受検番号」の欄は中学校等においては記入しない。

イ ※印の欄は志願変更する場合のみ記入する。

ウ 記入事項のない欄には斜線を引く。

エ 「各教科の学習の記録」の欄はＡＢＣＤの評価を〇で囲む。

ｱ Ａの評価は、完全に自身でできる場合。

ｲ Ｂの評価は、部分的な支援があればできる場合。

ｳ Ｃの評価は、学習の理解が困難である場合。

ｴ Ｄの評価は、学習に臨む準備ができていない場合、或いは興味関心が向かない場合。

オ 「発達の記録」の欄は、最新の情報で記載すること。

カ 「出欠の記録」の欄は指導要録に基づいて次のように記入する。

ｱ １年及び２年は指導要録に記入されたものを転記する。

ｲ ３年は令和７年１月 日現在で記入する。

ｳ 出席日数の欄は、不登校の生徒が学校外の施設において相談・指導を受け、そのこと

が当該生徒の学校復帰のために適切であると校長が認めた場合には、その日数を出席扱

いとして出席日数に加えるとともに、（ ）内に内数として記入する。

キ 「健康と体力」の欄は健康診断票の該当欄の最も新しい記載事項を転記する。

過年度卒業者については記入を要しない。ただし、令和７年１月以降に行った健康診

断書（第８号様式）を添付する。（病院、診療所又は保健所が発行したもの。）

５５ そそのの他他

特別支援学校長は、沖縄県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要項２の のウに定める

書類以外に、選抜上特に必要と認める資料については、教育長と協議して定め、中学校等や志

願者へ求めることができる。

第１号様式（特支高）

入 学
にゅうがく

志
し

願書
がんしょ 受検

じゅけん

番号
ばんごう

※

志し

望ぼ
う

校こ
う

第

一

志

望

沖 縄
おきなわ

県 立
けんりつ

科

コース・分
ふん

教室
きょうしつ

第

二

志

望

沖 縄
おきなわ

県 立
けんりつ

科

コース・分
ふん

教室
きょうしつ

※第

一

志

望

沖 縄
おきなわ

県 立
けんりつ

科

コース・分
ふん

教室
きょうしつ

※第

二

志

望

沖 縄
おきなわ

県 立
けんりつ

科

コース・分
ふん

教室
きょうしつ

志し

願が
ん

者し
ゃ

氏
ふり

名
がな

生年
せいねん

月日
がっぴ

平 成
へいせい

年
ねん

月
がつ

日
にち

生
うまれ

歳
さい

現
げん

住
じゅう

所
しょ

〒

出身
しゅっしん

学校
が っ こ う

年
ねん

月
がつ

卒 業
そつぎょう

・ 卒 業
そつぎょう

見込
み こ

み

保ほ

護ご

者し
ゃ

氏
ふり

名
がな

志願者
しがんしゃ

との続 柄
ぞくがら

（ ）

現
げん

住
じゅう

所
しょ 〒

電
でん

話
わ

（自宅
じたく

） （携 帯
けいたい

）

受
検

じ
ゅ
け
ん

場
じ
ょ
う

本
ほん

校
こう

（右欄
みぎらん

に○）

委託
い た く

・ 出 張
しゅっちょう

検査場
けんさじょう

（右欄
みぎらん

に記入
きにゅう

）※ ※

私
わたし

は貴校
きこう

高等部
こうとうぶ

第一
だいいち

学年
がくねん

に入学
にゅうがく

したいので、保護者
ほ ご し ゃ

と連名
れんめい

の上
うえ

、出願
しゅつがん

いたします。

令和
れいわ

年
ねん

月
がつ

日
にち

沖 縄
おきなわ

県 立
けんりつ

学
がっ

校 長
こうちょう

殿
どの

志 願 者
しがんしゃ

※沖縄県立 学 校 長 殿 保護者
ほごしゃ

記入上の注意
１ 受検番号の欄は、記入しない。
２ 志願者が成年者の時は、保護者欄を保証人と読み替えて記入する。
３ 年齢は令和７年３月 日現在で記入する。
４ 保護者の現住所が志願者のものと同じ場合には、「志願者に同じ」と略記する。
５ 受検場については、本校で学力検査等を受ける者は本校に○印を、その他で受検する者は該当欄に検査場名
を記入すること。
６ ※印欄は、志願変更する場合のみ記入する。
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第２号－２様式（特支高）〈知的教育課程履修者用〉 （ ページ目・表面）
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第２号－２様式（特支高）〈知的教育課程履修者用〉 （ ページ目・裏面）

調査書

出
欠
の
記
録

【 学 年 】 【主な欠席の理由 】

１年 ： 欠席日数 日

（病欠 日、事故欠 日）

２年 ： 欠席日数 日

（病欠 日、事故欠 日）

３年 ： 欠席日数 日

（病欠 日、事故欠 日）

※３学年は１月 4日現在

出席扱いで支援センター等に通ったことがあれば、その時期と施設名をご記入下さい。

健
康
と
体
力

１．健康である ２．体調を崩しやすい

３．機能障害がある【部位： 】

４．学校生活管理指導表（ 有り ・ 無し ）

【 指導区分：要管理：（ ） ・ 管理不要 】

疾病やアレルギー・運動制限、留意事項・禁忌事項、緊急時対応配慮事項等があれば記入して下さい。

総
合
所
見

１年

２年

３年
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第２号－２様式（特支高）〈知的教育課程履修者用〉 （ ページ目・裏面）

調査書

出
欠
の
記
録

【 学 年 】 【主な欠席の理由 】

１年 ： 欠席日数 日

（病欠 日、事故欠 日）

２年 ： 欠席日数 日

（病欠 日、事故欠 日）

３年 ： 欠席日数 日

（病欠 日、事故欠 日）

※３学年は１月 日現在

出席扱いで支援センター等に通ったことがあれば、その時期と施設名をご記入下さい。

健
康
と
体
力

１．健康である ２．体調を崩しやすい

３．機能障害がある【部位： 】

４．学校生活管理指導表（ 有り ・ 無し ）

【 指導区分：要管理：（ ） ・ 管理不要 】

疾病やアレルギー・運動制限、留意事項・禁忌事項、緊急時対応配慮事項等があれば記入して下さい。

総
合
所
見

１年

２年

３年

第３号様式（特支高・甲）

令和 年度

入 学 志 願 者 名 簿

沖縄県立 学校

科 コース・分教室

学校 校 長 印

通し

番号
受検番号 氏 名

ふりがな 第二志望

（第２希望コース）

備考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１ 志願学科別、コース・分教室別にそれぞれ１部作成する。

２ 受検番号欄は、記入しない。

３ 過年度卒業者については、備考欄に「過」と記入する。

４ 学区外の志願者については、備考欄に「外」と記入する。

５ 第二志望（第２志望コース）欄は、希望者のみ記入する。

（ 枚中の１）
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第３号様式（特支高・乙）

沖縄県立 学校

科 コース・分教室

通し

番号
受検番号 氏 名

ふりがな 第二志望

（第２希望コース）

備考

１ 志願学科別、コース・分教室別にそれぞれ１部作成する。

２ 受検番号欄は、記入しない。

３ 過年度卒業者については、備考欄に「過」と記入する。

４ 学区外の志願者については、備考欄に「外」と記入する。

５ 第二志望（第２志望コース）欄は、希望者のみ記入する。

（ 枚中の ）
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第３号様式（特支高・乙）

沖縄県立 学校

科 コース・分教室

通し

番号
受検番号 氏 名

ふりがな 第二志望

（第２希望コース）

備考

１ 志願学科別、コース・分教室別にそれぞれ１部作成する。

２ 受検番号欄は、記入しない。

３ 過年度卒業者については、備考欄に「過」と記入する。

４ 学区外の志願者については、備考欄に「外」と記入する。

５ 第二志望（第２志望コース）欄は、希望者のみ記入する。

（ 枚中の ）

第４号様式（特支高）

県外からの入学志願のための許可願

志願者 氏 名
ふりがな

平 成 年 月 日生

上記の者は、下記の理由により貴県の特別支援学校高等部へ入学志願したいので、よろしくお取り計ら

いくださいますようお願いします。
令 和 年 月 日

保護者 氏 名
ふりがな

沖縄県教育委員会教育長 殿

記

現 住 所

沖縄県内の予定住所

転 居 予 定 日 令和 年 月 日 予定

志願者と保護者との続柄

志願先特別支援学校名 障害種 学科

志願の理由（詳細に記載し、その事情を証明する資料を添付すること。）

上記の通り相違なく、また、志願者は貴県以外の公立特別支援学校高等部又は公立高等学校に

入学志願していないことを証明する。

令和 年 月 日

（ ）学校長 印

所在地（ ＴＥＬ： ）

（注１）虚偽の記載により入学した者については、当該学校長はその入学を取り消すことができる。

（注２）提出先：〒 那覇市泉崎 丁目２番２号 沖縄県教育庁県立学校教育課

上記の願いを許可する。
令和 年 月 日

沖縄県教育委員会

教育長 印
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第５号様式（特支高）

令和 年 月 日

確 約 及 び 証 明 書

沖縄県立 学校長 殿

下記の生徒について、確約及び証明します。

記

志願者
ふりがな

出身学校 学校

志願校 沖縄県立 学校

志望学科

第一 科 コース・分教室

第二 科 コース・分教室

上記の者の保証人として、すべての責任を果たすことを確約します。

ふ り が な

保 証 人

現 住 所

電 話 番 号

生 年 月 日 年 月 日 生

（ 歳）

保護者または本人との関係

上記の者は、保証人として、そのすべての責任を果たしてもらうことを証明します。

ふ り が な

保 護 者 名

現 住 所
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第５号様式（特支高）

令和 年 月 日

確 約 及 び 証 明 書

沖縄県立 学校長 殿

下記の生徒について、確約及び証明します。

記

志願者
ふりがな

出身学校 学校

志願校 沖縄県立 学校

志望学科

第一 科 コース・分教室

第二 科 コース・分教室

上記の者の保証人として、すべての責任を果たすことを確約します。

ふ り が な

保 証 人

現 住 所

電 話 番 号

生 年 月 日 年 月 日 生

（ 歳）

保護者または本人との関係

上記の者は、保証人として、そのすべての責任を果たしてもらうことを証明します。

ふ り が な

保 護 者 名

現 住 所

第６号様式（特支高）

令和 年 月 日

志 願 変 更 願

志願先 沖縄県立 学校長 殿

志望学科 科 コース・分教室

受検番号

出身学校名

出身学校長 印

志 願 者

保 護 者

私は、下記の学校へ志願変更をしたいので、入学志願書及び関係書類を返却してくださいます

ようお願いします。

志願変更先学校 志望 学科

沖縄県立

学校

第一

科 コース・分教室

第二

科 コース・分教室

上記志願者の志願変更を許可します。

志願先 沖縄県立 学校長 印

中学校受領者氏名

※ この志願変更願は志願先特別支援学校で保管し、その写しを変更先特別支援学校長へ提出する。
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第７号様式（特支高）

令和 年度

委 託・出 張 検 査 場 受 検 者 名 簿

※ 委 託
検査場名

（ ）
※検査場責任者（ ）

※ 出 張
検査場名

（ ）
※検査場責任者（ ）

注 提出先、教育庁県立学校教育課へ

志願先特別支援学校名（ ）

志願先特別支援学校長名（ 印）

受
検
番
号

出
身
学
校

卒
業
年
度
（
過
現
）

氏
ふり

名
がな

志

望

学

科

第 日目 第 日目 備

考

全
体
集
合

第
一
時
限

第
二
時
限

第
三
時
限

全
体
集
合

第
一
時
限

第
二
時
限
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第７号様式（特支高）

令和 年度

委 託・出 張 検 査 場 受 検 者 名 簿

※ 委 託
検査場名

（ ）
※検査場責任者（ ）

※ 出 張
検査場名

（ ）
※検査場責任者（ ）

注 提出先、教育庁県立学校教育課へ

志願先特別支援学校名（ ）

志願先特別支援学校長名（ 印）

受
検
番
号

出
身
学
校

卒
業
年
度
（
過
現
）

氏
ふり

名
がな

志

望

学

科

第 日目 第 日目 備

考

全
体
集
合

第
一
時
限

第
二
時
限

第
三
時
限

全
体
集
合

第
一
時
限

第
二
時
限

第８号様式（特支高）

健 康 診 断 書

ふりがな

氏 名
出身学校

生年月日 年 月 日 卒業年月 年 月 卒業

視 力

右 （ ）

左 （ ）

聴 力

右 異常なし ・ 難聴

左 異常なし ・ 難聴

胸部レントゲン

直接撮影 ・ 間接撮影 （フィルム番号 ）

所 見 （ 異常なし ・ 要管理 ）

疾病及び健康に配慮を

要する事項

上記のとおり相違ないことを証明する。

年 月 日

所在地

名 称

医 師 印
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第９号様式（特支高）

第
だい

２次
じ

募集
ぼしゅう

入学
にゅうがく

志
し

願書
がんしょ

受検番号
※

志し

望ぼ
う

第
一
志
望

沖縄
お き な わ

県立
け ん り つ

科

コース・分
ふん

教室
きょうしつ

第
二
志
望

沖縄
お き な わ

県立
け ん り つ

科

コース・分
ふん

教室
きょうしつ

※第
一
志
望

沖縄
お き な わ

県立
け ん り つ

科

コース・分
ふん

教室
きょうしつ

※第
二
志
望

沖縄
お き な わ

県立
け ん り つ

科

コース・分
ふん

教室
きょうしつ

志し

願が
ん

者し
ゃ

ふりがな

氏
し

名
めい

生年
せいねん

月日
が っ ぴ

平 成
へいせい

年
ねん

月
がつ

日
にち

生
うまれ

（ 歳
さい

）

現
げん

住
じゅう

所
しょ 〒

出 身
しゅっしん

学校
がっこう

年
ねん

月
がつ

卒 業
そつぎょう

・ 卒 業
そつぎょう

見込
み こ

み

保
護
者

ほ

ご

し

ゃ

氏
し

名
めい

志願者
しがんしゃ

との 続 柄
つづきがら

（ ）

現
げん

住
じゅう

所
しょ 〒

電
でん

話
わ

（自宅
じたく

） （携 帯
けいたい

）

一 般
いっぱん

入 学
にゅうがく

志願先
しがんさき

学校
がっこう

沖縄
おきなわ

県立
けんりつ

学校
がっこう

一 般
いっぱん

入 学
にゅうがく

受 検
じゅけん

番 号
ばんごう

学 力
がくりょく

検査
け ん さ

を受検
じゅけん

した

第一
だいいち

志望
し ぼ う

の課程
か て い

及び
お よ び

学科
が っ か

全日制
ぜんにちせい

・定時制
ていじせい

・通信制
つうしんせい

（ ）部
ぶ

科 （ コース）

私
わたし

は、 貴 校
きこう

高 等 部
こうとうぶ

第
だい

一 学 年
がくねん

に 入 学
にゅうがく

したいので、保護者
ほごしゃ

と 連 名
れんめい

の 上
うえ

出 願
しゅつがん

いたします。

令 和
れいわ

年
ねん

月
がつ

日
にち

沖 縄
おきなわ

県 立
けんりつ

学
がっ

校 長
こうちょう

殿
どの

志 願 者
しがんしゃ

※ 沖 縄
おきなわ

県 立
けんりつ

学
がっ

校 長
こうちょう

殿
どの

保護者
ほごしゃ

記入上の注意
１ 受検番号は記入しない。
２ 志願者が成年者のときは、保護者欄を保証人として読み替えて記入する。

３ 卒業見込み欄については該当する文字を○で囲み、年齢は令和７年 月 日現在で記入する。
４ 保護者の現住所が志願者のものと同じ場合には、「志願者に同じ」と略記する。
５ 学力検査とは、沖縄県立高等学校入学者選抜学力検査又は、特支高等部入学者選抜学力検査をいう。

６ ※印欄は、志願変更する場合のみ記入する。
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第９号様式（特支高）

第
だい

２次
じ

募集
ぼしゅう

入学
にゅうがく

志
し

願書
がんしょ

受検番号
※

志し

望ぼ
う

第
一
志
望

沖縄
お き な わ

県立
け ん り つ

科

コース・分
ふん

教室
きょうしつ

第
二
志
望

沖縄
お き な わ

県立
け ん り つ

科

コース・分
ふん

教室
きょうしつ

※第
一
志
望

沖縄
お き な わ

県立
け ん り つ

科

コース・分
ふん

教室
きょうしつ

※第
二
志
望

沖縄
お き な わ

県立
け ん り つ

科

コース・分
ふん

教室
きょうしつ

志し

願が
ん

者し
ゃ

ふりがな

氏
し

名
めい

生年
せいねん

月日
が っ ぴ

平 成
へいせい

年
ねん

月
がつ

日
にち

生
うまれ

（ 歳
さい

）

現
げん

住
じゅう

所
しょ 〒

出 身
しゅっしん

学校
がっこう

年
ねん

月
がつ

卒 業
そつぎょう

・ 卒 業
そつぎょう

見込
み こ

み

保
護
者

ほ

ご

し

ゃ

氏
し

名
めい

志願者
しがんしゃ

との 続 柄
つづきがら

（ ）

現
げん

住
じゅう

所
しょ 〒

電
でん

話
わ

（自宅
じたく

） （携 帯
けいたい

）

一 般
いっぱん

入 学
にゅうがく

志願先
しがんさき

学校
がっこう

沖縄
おきなわ

県立
けんりつ

学校
がっこう

一 般
いっぱん

入 学
にゅうがく

受 検
じゅけん

番 号
ばんごう

学 力
がくりょく

検査
け ん さ

を受検
じゅけん

した

第一
だいいち

志望
し ぼ う

の課程
か て い

及び
お よ び

学科
が っ か

全日制
ぜんにちせい

・定時制
ていじせい

・通信制
つうしんせい

（ ）部
ぶ

科 （ コース）

私
わたし

は、 貴 校
きこう

高 等 部
こうとうぶ

第
だい

一 学 年
がくねん

に 入 学
にゅうがく

したいので、保護者
ほごしゃ

と 連 名
れんめい

の 上
うえ

出 願
しゅつがん

いたします。

令 和
れいわ

年
ねん

月
がつ

日
にち

沖 縄
おきなわ

県 立
けんりつ

学
がっ

校 長
こうちょう

殿
どの

志 願 者
しがんしゃ

※ 沖 縄
おきなわ

県 立
けんりつ

学
がっ

校 長
こうちょう

殿
どの

保護者
ほごしゃ

記入上の注意
１ 受検番号は記入しない。
２ 志願者が成年者のときは、保護者欄を保証人として読み替えて記入する。

３ 卒業見込み欄については該当する文字を○で囲み、年齢は令和７年 月 日現在で記入する。
４ 保護者の現住所が志願者のものと同じ場合には、「志願者に同じ」と略記する。
５ 学力検査とは、沖縄県立高等学校入学者選抜学力検査又は、特支高等部入学者選抜学力検査をいう。

６ ※印欄は、志願変更する場合のみ記入する。

第 号様式（特支高・甲）

令和 年度

第 ２ 次 募 集 志 願 者 名 簿

沖縄県立 学校

科 コース・分教室

学校 校 長 印

通し

番号
受検番号 氏 名

ふりがな 一般入学志願先

高等学校

２次募集

併願先校

備考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１ 志望学科別、コース、分教室別にそれぞれ１部作成する。

２ 受検番号欄は、記入しない。

３ 過年度卒業者については、備考欄に「過」と記入すること。

（ 枚中の１）
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第 号様式（特支高・乙）

沖縄県立 学校

科 コース・分教室

通し

番号
受検番号 氏 名

ふりがな 一般入学志願先

高等学校

２次募集

併願先校

備考

１ 志望学科別、コース、分教室別にそれぞれ１部作成する。

２ 受検番号欄は、記入しない。

３ 過年度卒業者については、備考欄に「過」と記入すること。

（ 枚中の ）
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第 号様式（特支高・乙）

沖縄県立 学校

科 コース・分教室

通し

番号
受検番号 氏 名

ふりがな 一般入学志願先

高等学校

２次募集

併願先校

備考

１ 志望学科別、コース、分教室別にそれぞれ１部作成する。

２ 受検番号欄は、記入しない。

３ 過年度卒業者については、備考欄に「過」と記入すること。

（ 枚中の ）

第 号様式（特支高）

専 門 医 の 診 断 書

現 住 所

氏 名

年 月 日生

病 名

※障害名

障 害 種
※主障害を○で囲んでください。

聴覚障害 知的障害 肢体不自由 病弱 （ 視覚障害については別様式）

所 見

（※障害の程度・検査名・検査結果等を必ずご記入下さい）

上記のとおり診断する。

令和 年 月 日

住 所

病 院 名 電 話

医師氏名 印

※ 障害種別の専門医の診断によること。

※ 視覚障害については、沖縄盲学校専攻科と同書類、３号様式（特支専）を使用すること。
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第 号様式（特支高）

令和 年 月 日

第２次募集志願変更願

志願先 沖縄県立 学校長 殿

志望学科 科 コース・分教室

受検番号

出身学校名

出身学校長 印

志 願 者

保 護 者

私は、下記の学校へ志願変更をしたいので、入学志願書及び関係書類を返却してくださいます

ようお願いします。

志願変更先学校 志望 学科

沖縄県立

学校

第一

科 コース・分教室

第二

科 コース・分教室

上記志願者の志願変更を許可します。

志願先 沖縄県立 学校長 印

中学校受領者氏名

※ この志願変更願は志願先特別支援学校で保管し、その写しを変更先特別支援学校長へ提出する。
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第 号様式（特支高）

令和 年 月 日

第２次募集志願変更願

志願先 沖縄県立 学校長 殿

志望学科 科 コース・分教室

受検番号

出身学校名

出身学校長 印

志 願 者

保 護 者

私は、下記の学校へ志願変更をしたいので、入学志願書及び関係書類を返却してくださいます

ようお願いします。

志願変更先学校 志望 学科

沖縄県立

学校

第一

科 コース・分教室

第二

科 コース・分教室

上記志願者の志願変更を許可します。

志願先 沖縄県立 学校長 印

中学校受領者氏名

※ この志願変更願は志願先特別支援学校で保管し、その写しを変更先特別支援学校長へ提出する。

第 号様式（特支高）

自 己 申 告 書
令和 年 月 日

沖縄県立 学校長 殿

中学校名

本人氏名

保護者氏名 印

わたくしは、貴校への志願にあたり、次のとおり申告します。

本人記入欄

保護者記入欄

この自己申告書は、必要事項を記入後、中学校へ提出すること。提出にあたっては、厳封してもよい。

その際、封筒の表に、中学校名、本人氏名を記入すること。

自己申告書を出す理由

１ 欠席日数が多い

２ その他（ ）

理由の説明、志願の動機、学校生活への抱負など

（支援学校に理解してほしいことがらなど）
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第 号様式（特支高）

学 力 検 査 成 績 証 明 書

沖縄県立 学校長 殿

令和 年 月 日

沖縄県立 学校長 印

県立高等学校

志願者

第一志望

受検学科

受検

番号

県立高等支援学校等

志願者
受検学科

受検

番号

ふ り が な

受 検 者 氏 名

上記の本校受検者の学力検査結果は、下記のとおりであったことを証明します。

記

県立高等学校志願者 学力検査成績

教科 国 語 社 会 数 学 理 科 英 語 合 計

得 点

県立高等支援学校等志願者 学力検査成績

教科 国 語 数 学
技術

（職業）
体 育 合 計

得 点
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第 号様式（特支高）

学 力 検 査 成 績 証 明 書

沖縄県立 学校長 殿

令和 年 月 日

沖縄県立 学校長 印

県立高等学校

志願者

第一志望

受検学科

受検

番号

県立高等支援学校等

志願者
受検学科

受検

番号

ふ り が な

受 検 者 氏 名

上記の本校受検者の学力検査結果は、下記のとおりであったことを証明します。

記

県立高等学校志願者 学力検査成績

教科 国 語 社 会 数 学 理 科 英 語 合 計

得 点

県立高等支援学校等志願者 学力検査成績

教科 国 語 数 学
技術

（職業）
体 育 合 計

得 点

第 号様式（特支高）

令和 年度

沖縄県立特別支援学校高等部入学者選抜

写真票

一般入学・２次募集用

（写真貼り付け欄）

・旅券申請用判（縦４ ５㎝×横３ ５㎝ 程度）

※カラー、白黒 どちらも可。

・正面、上半身、無帽 出願前６ヶ月以内に撮影したもの

志願者写真

※この用紙に直接写真を貼り付けて提出してください。

（切り取らず、 用紙のまま提出）

※写真の裏に氏名、生年月日を記入してください。

※受検番号は記入しないでください。学校側が記入します。

※本票は県立特別支援学校高等部入学者選抜に係ること以外には

使用しません。

※一般入学受検番号

（初回）

※一般入学受検番号

（志願変更）

※２次募集受検番号

（初回）

※２次募集受検番号

（志願変更）

ふりがな

氏 名

在籍（出身）中学校名

中学校

本人の顔が明確

に判断できるよう

に、写真を撮って

ください。

写真例
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第 号様式（特支高）

学力検査等に際しての配慮願い書

令和 年 月 日

沖縄県立 学校長 殿

学 校 名

校 長 名

受検者氏名

保護者氏名

標記の件につきまして学力検査等の受検に当たって、配慮願い書を提出いたします。

記

１ 配慮が必要な理由及びその状態について

２ 学力検査等に当たって配慮してほしい措置

３ 現在、学校生活において配慮している措置（中学校等の定期考査等で行っている配慮
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第 号様式（特支高）

学力検査等に際しての配慮願い書

令和 年 月 日

沖縄県立 学校長 殿

学 校 名

校 長 名

受検者氏名

保護者氏名

標記の件につきまして学力検査等の受検に当たって、配慮願い書を提出いたします。

記

１ 配慮が必要な理由及びその状態について

２ 学力検査等に当たって配慮してほしい措置

３ 現在、学校生活において配慮している措置（中学校等の定期考査等で行っている配慮

（特支高）

選 抜 結 果 の 通 知 書

令和 年 月 日

学校長 殿

沖縄県立 学校

校長 印

令和 年度沖縄県立 学校入学者選抜（一般選抜・第２次募集）

の結果を下記のとおり通知します。

記

受検番号 受検者氏名 結果の通知

合 否

合 否

合 否

合 否

合 否

合 否

合 否

合 否
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追検第１号様式（特支高）

追検査受検希望届

令和 年 月 日

沖縄県立 校長 殿

受 検 番 号

志願者氏名（自署）

保護者等氏名（自署）

令和７年度県立学校入学者選抜における学力検査等（以下、「本検査」という。）を、下記の

理由により受検することができません。追検査を受検したいので届け出ます。

記

１ 追検査を希望する教科等（ただし、本検査で受検できなかった教科等に限る）。

国語 理科 英語 社会 数学 面接等

２ 理由

３ 添付書類

□ 診断書 □ 入院証明書 □ 事故証明書 □ その他（ ）

上記の志願者について、保護者から申し出があり、相違ないことを証明します。

令和 年 月 日

中 学 校 名

校 長 印

＜記入上の注意＞

１ 追検査を希望する教科等については、該当するものを○で囲むこと。（面接等には、特別支

援学校の教科である体育・技術（職業）を含む。）

２ 理由欄には、本検査を受検できなかった理由を具体的に記入すること。

３ 添付書類については、該当する書類の□にチェック（✓）を入れること。

MEMO

── 114 ──


